
令和８年度かごしまの未来むらづくり応援事業募集要領 

 

１ 事業目的 

多様な形で農村に関わる人材を確保するため、コミュニティビジネスなど地域資源

を活用した農村の新たなしごとづくりや農村関係人口拡大に向けた取組を支援しま

す。 

 

２ 応募資格 

県内に本拠を有する農業集落、ＮＰＯ法人、任意組織等（以下「組織」）であり、

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）コミュニティビジネスなど地域資源を活用し、雇用創出に向けたビジネス化に

取り組む意欲のある組織であること。 

（２）代表者の定めがあり、組織や運営に関する規約が定められていること。 

（３）事業の目的達成に向けて持続可能な実施体制を有していること。 

 

３ 補助金額 

上限 500 千円（定額助成） 

 

４ 応募方法 

本事業の実施を希望する組織等は、応募に必要な書類を提出してください。 

（１）必要書類  

ア 計画提案書（参考様式１及び参考様式２） 

イ 組織の規約 

ウ 構成員名簿 

（２）応募期間 

令和８年４月３日（金）から５月１日（金）まで（※電子メールによる提出） 

（３）提出先 鹿児島県農村振興課むらづくり推進係 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-１ 

TEL：099-286-3108（直通） FAX 番号：099-286-5589 

E-mail：nouson-mura@pref.kagoshima.lg.jp 

※提出書類は返却しないものとします。 

   

５ 計画提案書に盛り込むことができる内容 

（１）取組区分 
ア 地域資源を活用した新たなしごとづくりに向けた取組 
イ 地域資源を活用した関係人口の創出・拡大に向けた取組 
ウ その他 

（２）取組内容 
ア  農産物・加工品等の販路開拓・拡大 
イ 加工品等の開発・ブラッシュアップ 
ウ 開発商品等のデザインやパッケージの開発 
エ 料理・体験メニュー・サービスの開発 



オ 空き家の活用（ワークショップの実施、活用検討） 
カ 農村体験プログラムの開発、実証 
キ 地域イベントのボランティア募集、交流イベントの実証 
ク アドバイザーなどの専門家活用や先進地研修 
ケ 遊休農地等を活用したオーナー制度等の実証 
コ その他、目的達成のため知事が特に必要と認める取組 

 

６ 審査・スケジュール（予定） 

～５月１日 公募 

５月 企画審査 

５月中旬 採択適否の通知 

５月下旬 事業実施計画承認申請書の提出 

６月 事業実施計画の承認・内示 

６月中旬～下旬 補助金交付申請・交付決定 

※補助金交付申請後、事業実施。３月第３金曜日までに実績報告。 

 

７ その他 

（１）提出書類に不備がある場合は、受け付けないことがあります。 

（２）提出等に要する費用は応募者の負担とします。 

（３）必要に応じて、ヒアリングや応募書類内容の問合せを行うことがあります。 

 

（参考）補助対象経費について 

区 分 内 容 

報 償 費 講師等謝金、視察料、体験受入謝金 等 

旅 費 当該事業の実施に必要な旅費 

需 用 費 
印刷製本費（パンフレット、チラシ、各種資料の印刷

費）、取得価格が５万円未満の消耗品費、材料費 等 

役 務 費 

通信運搬費（郵送料、電信電話料及び運搬費）、 

デザイン委託料、加工試作等の委託料、旅行事業者委

託料 等 

賃 借 料 
バス等自動車借上料、ほ場借上料、会議室などの賃借
料 等 

賃 金 業務のために臨時雇用した者に対して支払う賃金 

そ の 他 知事が特に必要と認める経費（広告費等） 

 

 


